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 苫小牧市イベント・環境整備等助成金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、苫小牧市イベント・環境整備等助成金（以下「助成金」という。）

の交付について必要な事項を定めるものとする。 

（交付の目的） 

第２条 助成金は、商店街振興組合等が行う第４条第１項に掲げる事業に要する経費

の一部を助成することにより、商店街の活性化を促進することを目的とする。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる者（以下「商店街振興組

合等」という。）とする。 

（１）苫小牧市商店街振興組合連合会 

（２）商店街振興組合 

（３）市長が認める商店街組織 

（助成対象事業及び助成率等） 

第４条 市長は、助成対象者が商店街の活性化を目的として次の各号に掲げる事業を

実施するために必要な経費のうち、助成の対象として適当と認める経費（以下「助

成対象経費」という。）について予算の範囲内で助成する。 

（１）環境整備事業 

商店街の環境整備事業  

花壇等の整備、花木の植栽については、原則当該商店街のみではなく他団体への 

協力を求めるものとする。 

（２）商店街振興組合等加入促進事業 

商店街振興組合等への加入を促進する事業 

（３）商店街イベント事業 

商店街活性化に係るイベント事業、記念事業 

（４）商店街活性化計画策定事業 

商店街活性化に係る各種計画策定事業 

（５）研修調査事業 

商店街活性化に係るニーズやマーケティング調査事業、事業承継や人材育成等に 

係る研修事業、その他先進商店街視察事業、アドバイザー招聘事業 

（６）商店街ＩＴ化支援事業 

Ｗｉ-Ｆｉ整備や商店街アプリの導入経費など商店街のＩＴ化による顧客サービ 

ス向上を目的とした事業 

（７）商店街安全安心力向上支援事業 

商店街の防犯カメラなどの設置や巡回活動に使用する資機材の購入費用等市民 
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の安心を構築する事業 

（８）商店街インバウンド受け入れ推進支援事業 

多言語マップの作成や案内板の購入など外国人観光客受け入れのための環境整 

備事業 

（９）商学連携支援事業 

商店街と学校が連携・協力し、商店街の活性化、市民サービスの向上を図る関係 

構築推進事業 

（１０）チャレンジショップ等運営事業 

空き店舗等を活用した商店街活性化に寄与する施設（子育て支援施設、コミュニ 

ティ施設、チャレンジショップ等）の設置事業及び運営事業、商店街の不足業種 

を補うテナントミックス事業 

（１１）買物困難者対策事業 

買物困難者対策を目的とした移動販売事業、商品配達事業、買物代行サービス事 

業 

商店街に加盟している店舗が同様の事業を行った場合も助成の対象とする。 

（１２）新規商店街振興組合等関連事業 

立上後１年未満の新規商店街振興組合等が最初に行う記念事業、イベント事業 

（１３）国等補助制度活用事業 

国等の補助制度を活用する事業とし、補助対象事業の内容については、活用する 

補助制度に準じるものとする 

２ 助成率及び上限額は別表１のとおりとし、1,000 円未満の端数は切り捨てとする。

また、助成対象経費については別表２のとおりとするが、次の各号に掲げる経費を

除く。 

（１）助成対象者自らの飲食に係る経費 

（２）宗教性を有するまたは信仰の対象となる物・行為に係る経費 

（３）その他商店街活性化事業に適さないと認められる経費 

（助成金の交付の申請） 

第５条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、苫小牧市イベント・

環境整備等助成金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

（１）苫小牧市イベント・環境整備等助成金実施計画書（様式第２号） 

（２）苫小牧市イベント・環境整備等助成金収支予算書（様式第３号） 

（３）商店街振興組合等の役員及び構成員の名簿等 

（４）事業の実施及び経費の支出を決定した総会等の資料の写し 

（５）その他市長が必要とする書類 

２ 助成金の交付を受けようとするにあたって、当該助成金に関する消費税仕入れ控

除税額等（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法

（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除するこ

とができる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定
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による地方消費税率を乗じて得た金額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）

がある場合は、これを減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請時に

おいて、当該助成金等に関する消費税仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限

りでない。 

（助成金の交付の決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたとき

は、助成金の交付決定を行い、その旨を申請者に対し、苫小牧市イベント・環境整

備等助成金交付決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第７条 助成金の交付決定を受けた事業者（以下「助成事業者」という。）は、前条

の交付決定内容及びこれに付された条件に不服があり、助成金の交付申請を取り下

げようとするときは、苫小牧市イベント・環境整備等助成金交付申請取下届（様式

第５号）により取り下げることができる。 

（助成事業の変更） 

第８条 助成事業者は、助成事業の内容または経費の配分の変更（ただし、市長が認

める軽微な変更を除く。）をする場合においては、苫小牧市イベント・環境整備等

助成金変更申請書（様式第６号）により市長の承認を受けるものとする。 

２ 市長は、前項の申請を承認したときは、申請者に対し承認内容を苫小牧市イベン

ト・環境整備等助成金変更承認通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（事業の中止・廃止） 

第９条 助成事業者は、助成事業の全部または一部を中止または廃止しようとすると

きは、あらかじめ苫小牧市イベント・環境整備等助成金中止（廃止）承認申請書（様

式第８号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、前条の規定による助成事業の中止または廃止を承認した場合及び

次の各号のいずれかに該当する場合には、苫小牧市イベント・環境整備等助成金交

付決定取消通知書（様式第９号）により、交付決定の全部または一部を取り消すこ

とができる。 

（１）法令及び本要綱に違反した場合

（２）助成金を助成事業以外の用途に使用した場合 

（３）助成事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合。 

（４）交付決定後に生じた事情の変更等により、助成事業の一部又は全部を継続する 

必要がなくなった場合。 
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（助成金の返還） 

第１１条 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取消した場合において、

助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期

限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、助成事業者等に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える助成金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部

の返還を命ずるものとする。 

３ 助成事業者等が第５条２項ただし書の規定による助成金等の交付の申請をした

場合において、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が確定し、既に交付された助

成金等の額を減額するときも、前項と同様とする。 

（完了報告） 

第１２条 助成事業者は、助成事業が完了したとき（補助事業等の中止又は廃止の承

認を受けたときを含む。）又は補助金等の交付決定に係る市の会計年度が終了した

ときは、苫小牧市イベント・環境整備等助成金完了報告書（様式第１０号）に次の

各号に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

（１）苫小牧市イベント・環境整備等助成金実績書（様式第１１号） 

（２）苫小牧市イベント・環境整備等助成金収支決算書（様式第１２号） 

（３）助成事業に係る経費の領収書の写し 

（４）事業内容や実施状況を確認できる記録写真等の資料 

（５）その他市長が必要とする書類 

（助成金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認

めたときは交付すべき助成金の額を確定し、苫小牧市イベント・環境整備等助成金

交付金額確定通知書（様式第１３号）により助成事業者に通知する。 

（助成金の交付及び交付時期） 

第１４条 助成金は、前条の規定により確定した額を助成事業等が完了した後に交付

するものとする。 

２ 助成事業者は、前条の通知を受け取り、助成金の交付を受けようとするときは、 

 苫小牧市イベント・環境整備等助成金請求書（様式第１４号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

３ 市長は、第１項の規定にかかわらず、助成事業の遂行上必要があると認めるとき

は、苫小牧市イベント・環境整備等助成金概算払申請書兼交付請求書（様式第１５

号）を提出させることにより、交付すべき助成金の額の全部または一部を概算払す

ることができる。 

４ 市長は、前項の申請があった時には、その内容を審査し、適正と認めたときは、

概算払の交付決定を行い、その旨を助成事業者に対し、苫小牧市イベント・環境整

備等助成金概算払承認(不承認)通知書（様式第１６号）により通知するものとする。 
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（調査） 

第１５条 市長は必要があると認めるときは助成事業者に対し必要な報告を求め、 

または調査することができる。 

（財産の処分の制限） 

第１６条 助成事業者は、助成事業により取得し、または効用の増加した財産を、あ

らかじめ市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸付け、取り壊し、または担保に供してはならない。 

（関係書類の整理保管） 

第１７条 この要綱により助成金の交付を受けた助成事業者は、助成事業の収支に関

する帳簿その他関係書類を整理し、これらの書類を助成事業の完了する日の属する

年度から５年間保管しなければならない。 

（雑則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

  附 則 

この要網は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要網は、令和２年９月４日から施行する。 

  附 則 

この要網は、令和３年５月６日から施行する。 

附 則 

この要網は、令和３年６月２１日から施行する。 

附 則 

この要網は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要網は、令和４年６月１０日から施行する。 

附 則 

この要網は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要網は、令和６年１０月１１日から施行する。 



6 

別表１（第４条関係） 

事業区分 事業内容 助成上限額 助成率 

⑴ 環境整備事業 商店街の環境整備事業 

花壇等の整備、花木の植栽につ

いては他団体への協力を求める

ものとする 

150,000 円 3 分の 2 以内 

⑵商店街振興組合等加入

促進事業

商店街振興組合等への加入を促

進する事業

200,000 円 

⑶商店街イベント事業 商店街活性化に係るイベント事業、記

念事業 

4 分の 3 以内 

（2 回目以降 

3 分の 2 以内）

⑷商店街活性化計画策定

事業 

商店街活性化に係る各種計画策定

事業 

3 分の 2 以内 

⑸研修調査事業 商店街活性化に係るニーズやマーケ

ティング調査事業、事業承継や人材育

成等に係る研修事業、その他先進商店

街視察事業、アドバイザー招聘事業 

⑹商店街ＩＴ化支援事業 商店街のＩＴ化を推進する事業 

⑺商店街安全安心力向上

支援事業

市民が安心して買い物が出来る環

境整備事業 

⑻商店街インバウンド受

け入れ推進支援事業

商店街の外国人観光客受け入れ環

境を整備する事業 

⑼商学連携支援事業 商店街と学校との連携・協力を推進支

援することで商店街の活性化、市民サ

ービスの向上、学校との関係構築を支

援する

⑽チャレンジショップ等

運営事業 

空き店舗等を活用した商店街活性化

に寄与する施設（子育て支援施設、コ

ミュニティ施設、チャレンジショップ

等）の設置事業及び運営事業、商店街

の不足業種を補うテナントミックス

事業 

300,000 円 
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⑾買い物困難者対策事業 買い物困難者対策を目的とした移動

販売事業、商品配達事業、買い物代行

サービス事業

⑿新規商店街振興組合等

関連事業

立ち上げ後１年未満の新規商店街振

興組合等が最初に行う記念事業、イベ

ント事業

（立ち上げ後1回のみ）

500,000 円 10分の10以内

⒀国等補助制度活用事業 商店街活性化を目的とした国等の

補助制度を活用する事業とし、補

助対象事業の内容については、活

用する補助制度に準じるものとす

る。

500,000 円 助成対象経費

から国等補助

金額を差し引

いた事業者負

担金額のうち、

3分の2以内 

※１ 1,000円未満の端数は切り捨てとする。

※２ 上記事業を複数商店街で合同申請する場合は、一商店街が代表商店街となり申請する 

こと。 

   なお、合同申請する場合は、それぞれの商店街組織の定款又は規約等、役員名簿や総 

会等の資料の写しを提出すること。 

※３ 合同申請時の助成上限額は、「助成上限額×参加商店街数」とする。 

別表２（第４条関係） 

助成対象経費

助成対象事業 ⑴～⑿ 

賃金、旅費、報償費、需用費（消耗品費、燃料費、

食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料）、役務費

（通信運搬費、広告料、手数料）、委託料、使用料

及び賃借料、設営費、工事請負費、原材料費、備

品購入費（目的外使用が可能な備品は不可）、その

他市長が特に認める経費 

※ただし、換金性の高い商品券や旅行券などの金

券類などは対象外とする。 

助成対象事業 ⒀ 活用する補助制度に準じるものとする。


